
 
    ５川健予第１３３５号 

令和６年１月１７日  

 定期予防接種協力医療機関 様 

川崎市健康福祉局保健医療政策部予防接種担当課長 

 

石川県能登地方を震源とする地震に伴う定期予防接種の取扱について 

 

 時下、清祥の段、お喜び申し上げます。 

 日頃から、本市の予防接種事業について御尽力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 川崎市外の方が川崎市内の医療機関で定期予防接種を受ける場合、通常は居住地自治体が発行する依

頼書が必要となりますが、令和６年１月１０日付の厚生労働省通知において、標記災害により居住地自

治体で依頼書の発行等が困難な場合に、被災者（標記災害のために居住地である市町村における定期接

種を受けることが困難な方）からの希望の申出を以て、定期接種を実施して差し支えないことが示され

ました。 

 つきましては、協力医療機関が、被災者から定期接種の希望を受けた場合の取扱について、以下のと

おりとさせていただきますので、御確認の程よろしくお願いします。 

 

１ 被災者から定期接種の希望を受けた場合 

被災者から定期接種の希望を受けた場合、居住地自治体発行の依頼書なしで、定期接種の実施を可能

とします。その場合、被災者から接種費用を徴収するのではなく、市民を接種した場合と同様に本市に

請求してください。請求における注意事項等は下記２を参照してください。 

 

２ 請求における注意事項等 

・予診票に「居住地の住所」と「避難先である滞在中の住所」を必ず記載する必要があります。記載

がない場合、支払対象外としてお返しする場合がございますので、御注意ください。 

・本件が適用となる被災者の居住地については、基本的には災害救助法の適用地域となります。具体

的には、下記内閣府ホームページから最新の適用範囲を参照してください。当該適用範囲に該当せ

ず、被災地域の適否について判断に迷うケースについては、下記担当に御相談ください。 

【内閣府 HP】https://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html 

・避難されてきた方であることが分かるように、予診票の空白部分に「○避 」と記載してください。 

・他の請求と明細書を分ける必要はありません（他の請求書と一緒に請求してください）。 

・その他御不明点があれば、下記担当に御連絡ください。 

 

 （健康福祉局保健医療政策部予防接種担当 田村）  

 電 話 044-200-2440  

ＦＡＸ 044-200-1065 

https://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html


  
 

  
   

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

    

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

     



  
 

    

 
 

 

        

  
 

 
 

 
 


